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 9‐1号掲載「高齢者の生活を地域のみんなで支える『介護予防』と『生活支援』」について　　▼わが家も高齢の母がいるので、介護に関する事はこの先の
生活から切り離せない問題です。　▼今の時代老若男女皆生きていく事は大変です。サービスを利用することで孤立している人が無くなれば良いと思います。読者の声

広報メールサポーターから…

東山墓園
墓所使用者募集

申込資格　
次の条件に全て該当する人
①平成 27年 7月 29日以前から継続して、名
張市に住民登録されている人

②東山墓園の使用許可を得ていない世帯の人
③遺骨を所持しているか他墓所から改葬が必
要な人で、平成 28 年 12 月 31 日までに貸
し付けた墓所を必ず使用することが明らか
な人、または、平成 27年 11月 5日現在 50
歳以上の人

募集内容　63区画（予定）　
　▼ 3㎡　18区画／永代使用料など 51万円
　▼ 4㎡　36区画／永代使用料など 68万円
　▼ 6㎡　 9 区画／永代使用料など 102 万円
　※角地は使用料が 1割増しになります。
申込　10月28日水から11月5日木まで（土・日
曜日、祝日は除く）に、市役所4階環境対策室
（または下記説明会）で配布する申込用紙に必
要書類を添付して、同室(〒518‐0492鴻之台
1‐1/消印有効）へ
■「墓所使用者募集説明会」  　
日時　10月21日水 午後 7時30 分～　
場所　市役所3階 301・302会議室
　　 環境対策室　  63‐7492

法的な困りごとは「法テラス」へ

　「法テラス」は国が設立し
た公的な法人です。
　金銭問題、離婚、相続、労働
問題など法的トラブルでお困り
の人、どこに相談したらいいか
分からない…そんなとき、一人で悩まずどうぞお
気軽にご利用ください。解決に役立つ法制度紹介
や相談窓口の情報を無料でご案内しています。
　また、経済的に余裕のない人が法的トラブルに
あったときに、無料法律相談や必要に応じて弁護
士・司法書士費用の立て替えを行っています。
　なお、奇数月の第３水曜日、偶数月の第４水
曜日に名張市役所を会場として巡回相談会を実
施しています。その際、事前予約が必要です。

 法テラスサポートダイヤル
　  0570‐078374
　 法テラス三重　  0503383‐5470

労働保険の加入手続きは
お済みですか

　労働保険（労災保険と雇用保険）は、政府
が管理・運営している強制的な保険です。農
林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇
用している場合は、事業主または労働者の意
思の有無にかかわりなく必ず加入することが
法律で定められています。
　三重労働局では、11月に「労働保険の未手
続事業場の一掃」を重点項目に掲げ、戸別訪
問などにより加入促進を図っています。

 三重労働局総務部労働保険徴収室
   059‐226‐2100

　三重県最低賃金は、10 月 1 日から 18 円引
き上げられて、時間額 771 円になりました。
この最低賃金額は、年齢・雇用形態（パート
アルバイトなど）を問わず、三重県内で働く
全ての労働者に適用されます。ただし、特定
の産業に該当する事業場で働く労働者には、
三重県最低賃金とは別に、産業別最低賃金が
定められています。
　また、最低賃金の引き上げに対応して、中小
企業事業主の皆さんのために、無料相談窓口「中
小企業相談支援事業・津総合相談支援センター
（津市丸之内養正町 4‐1　 059‐226‐0033）
を設置していますので、ぜひご活用ください。
　 三重労働局賃金室　 059‐226‐2108

三重県最低賃金
時間額 771円に改定

浄化槽は適切な維持管理を
お願いします

　浄化槽は、トイレや台所などの汚水を、微
生物の働きを利用してきれいにする施設です。
法定検査や適正な管理をするよう、浄化槽法
で義務付けられています。
○年 1回の「法定検査」の申込は三重県水質
検査センター（ 059‐213‐0707）へ

○保守登録業者による年3～4回の「保守点検」
○市の許可を受けた業者による年 1回（全ば
っ気方式は 2回）の「清掃」

 上下水道部営業室　
　 63‐4111（お客様センターと共通）

民事介入暴力巡回無料相談
　　　　　　　　　　◎申込不要

　暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどに
お困りの人に対して、警察官や弁護士など専
門の相談員がお聞きします。相談は無料で、
秘密は厳守します。
日時　10 月 28日水 午後 1時～ 4時
場所　産業振興センターアスピア（南町）
◎詳しくは、問い合わせ先へ

 名張警察署　  62‐0110

高齢者等実態調査に
ご協力ください

　日常的な見守りや災害時の支援など、地域
福祉を推進していくために、緊急時に必要な
基礎データと日ごろの生活状況を調査します。
　民生委員・児童委員が訪問しますのでご協
力をお願いします。
対象　70歳以上の一人暮らし世帯、75歳以上
のみの世帯、その他見守りが必要な人

◎ 11月 30日月まで実施

 健康福祉政策室　  63‐7579

赤い羽根共同募金に
ご協力ください

　赤い羽根共同募金は、市内の地域福祉活動
を応援し、支えています。今年は小中学校の
児童生徒が作った共同募金箱を市内 43カ所の
協力店舗に置かせていただき活用いたします。
　戸別募金をはじめ、街頭やイベントなどさ
まざまな機会で募金運動を行いますので、皆
さまのご協力をお願いします。
◎ 12月 31日木まで実施

 名張市共同募金委員会（名張市社会福祉協
議会内）　  63‐1111

試験日　12月1日火
試験場所　市立看護専門学校
試験科目　国語（国語総合 ※古文･漢文を除
く）、数学（数学Ⅰ）、英語（英語Ⅰ・Ⅱ）、
適正検査、面接

出願期間　11月9日月～20日金必着　
合格発表　12月14日月　
◎願書・募集要項を配布中。
詳しくは問い合わせ先へ

 看護専門学校　  64‐7700

市立看護専門学校　
平成28年度一般入試

国保特定健診・後期高齢者健
診の受診はお早めに !

　国保特定健診と後期高齢者健診が7月から始
まっています。受診期間は11月30日までです
が、毎年11月は駆け込み受診や風邪などで病
院を受診する人で混み合いますので、できる
だけ早めの受診をお勧めします。また、10月
末から受診勧奨の電話をします。
　年に1度は、健診を受け
て、健康状態をチェック
しましょう。なお、受診
券をなくした人は、保険
証など、身分を確認でき
る書類2点以上を持参し、
市役所1階保険年金室へ

 保険年金室   63‐7445（国保）
 63‐7105（後期高齢者）

着　

事業主の皆さん
退職金共済をご存じですか？

　中小企業退職金共済は、単独で退職金制度を
持つことが困難な中小企業が、従業員（パート
含む）の退職金のために加入する、国が運営す
る退職金制度です。詳しくは、問い合わせ先へ

 中小企業退職金共済事業本部
　  03‐6907‐1234

■商工会議所が運営する特定退職金共済もあ
ります。

 名張商工会議所   63‐0080


